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高崎市営地下駐車場及び高崎市都市整備公社営駅前駐車場 

管理委託業務プロポーザル実施要項 

 

１ 目 的 

   一般財団法人高崎市都市整備公社（以下、「公社」という。）が「高崎市営地下駐車場及び高崎市都

市整備公社営駅前駐車場管理委託業務」に係る契約の相手方となる事業者を公募及び選定するにあ

たり、この要項に基づき公募型プロポーザル方式により優れた提案や実績などを審査した上で、最も

適した事業者を選定するものとする。 

 

２ 委託概要 

（１）業務名称   高崎市営地下駐車場及び高崎市都市整備公社営駅前駐車場管理委託業務 

（２）業務場所   高松地下駐車場   高崎市高松町４ 

          城址地下駐車場   高崎市高松町３５－１ 

          城址第二地下駐車場 高崎市高松町３５－１ 

          駅前駐車場     高崎市八島町１１０－２１ 

（３）業務内容   別紙「高崎市営地下駐車場及び高崎市都市整備公社営駅前駐車場管理委託業務仕様

書」のとおり 

（４）委託期間   令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで（年度更新の場合あり） 

（５）委託上限額  １０８,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 業務の趣旨 

   高崎市（以下、「市」という。）が設置し、公社が指定管理者の指定を受けて管理する地下駐車場と 

公社が設置運営する駅前駐車場を合理的かつ、親切丁寧な運営をもって、利用者の利便性の向上、並 

びに福祉の向上に寄与するため、管理業務の一部を事業者に委託するものである。 

 

４ 参加資格及び制限等 

（１）参加条件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる資格を満たしている事業者であること。 

① 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項の規定に基づく 

市の入札制限を受けていないこと。 

② 高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１６年高崎市告示第２８８号）の規定に基づ 

き、指名停止期間中でないこと。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ 

き手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。）でな 

いこと。 

④ 法人であること。 

⑤ 高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規定する暴力団員又は 
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同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

⑥ 参加申込時点で、国税及び地方税のいずれも滞納している者でないこと。 

⑦ 高崎市内に本社を有している者。 

⑧ 高崎市内おいて、駐車場施設（１００台以上（無料駐車場を除く。））における運営又は管理業務

の実績があること。 

⑨ 本プロポーザルに参加する者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

（２）参加に係る制限 

① 参加申請書等の提出は、１者につき１点に限る。 

② 共同企業体による参加は認めないものとする。 

（３）参加資格の基準日 

参加資格の基準日は、参加申請書の提出日とする。ただし、参加資格の確認後から優先交渉権者の

決定日までの間に参加資格に関する要件を欠く事態が生じた場合は失格とする。 

 

５ 募集スケジュール及び手続 

（１）実施要項及び提出書類に関する質問及び回答 

受付期間 令和６年１０月２５日(金)～令和６年１０月３１日(木)午後５時 

提出書類 質問書（様式第５号） 

提出方法 下記事務局宛てに電子メール又はＦＡＸにて提出すること。 

※電話による質問は受け付けない 

回答日及び

回答方法 

回答日：令和６年１１月６日(水) 

回答方法：公社のホームページにて質問及び回答を公表する。 

備考 ① 質問は、本プロポ―ザルの内容に限る。 

② 業務場所現地の見学を希望する者は、質問の期間内に公社の許可を得て行う

こと。また、日時と見学者の人数を記載した電子メール又はＦＡＸにて許可

の申請を行うこととし、公社は許可をする場合は、条件を付して電子メール

又はＦＡＸにて行う。 

 

（２）参加申請書類の提出 

提出日時 令和６年１１月１２日(火)～２２日(金)午前９時から午後５時までに公社へ持参。 

（土曜日曜の提出は、受付けられません。） 

提出書類 ① 参加申請書（様式第１号） 

② 登記事項証明書 

現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 

③ 国税（法人税、消費税及び地方消費税）の納税証明書 

税務署発行の「その３の３」様式 

④ 高崎市税の納税証明書（高崎市内に本社がある場合） 

完納証明書（滞納額がない証明） 

（②～④は、いずれも提出日の３ヶ月以内に発行されたもの、原本又はコピー） 

⑤ 直近２期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書） 
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  ※２期目の決算を行っていない場合は、１期目の決算に係る財務諸表のみで可 

⑥ 法人概要書（様式第２号） 

⑦ 誓約書（様式第３号） 

⑧ 企画提案書（様式第４号） 

提出方法 下記事務局宛てに提出日時に事務局へ持参すること。 

備考 提出書類に不備があった際は受理をしない。 

 

６ 提案内容の評価について 

   提案内容の評価は、下記の評価項目ごとに行う。 

評

価

項

目 

① 経営状態 ・経営状態の健全性、長期運営の可否 

② 運営方針 
・運営の基本的な考え方や方針 

・本業務に対するアピールポイント 

③ 事業実績 ・駐車場の管理や運営実績、遂行能力 

④ 管理方式 ・混雑緩和のための工夫、利用者に配慮したサービス提供等 

⑤ 安全・衛生管理 
・安全・衛生管理体制 

・事故防止対策 

⑥ 実施体制 
・人員配置（人員の確保の考え方などを含む） 

・従業員への教育体制、接遇向上への取り組み 

⑦  提案価格 ・委託上限額内でかつ、提案内容に即した価格か 

 

７ 選定について 

（１）選定方法 

公社が別に設置する高崎市営地下駐車場及び高崎市都市整備公社営駅前駐車場管理委託業務プロ

ポーザル事業者選定委員会において、１１月下旬に行う。提案された企画提案書等について評価基準

をもとに審査（書類審査）を行い総合的に評価し、優先交渉権者及び次点交渉権者を選定する。 

プロポーザル参加者が１事業者のみの場合でも、審査・評価は実施するが、評価が一定水準に達し

ない場合は、優先交渉権者として選定しない。 

 

（２）失格事項 

次のいずれかに該当した場合は失格とする。 

① 本プロポーザルにおいて提出すべき書類（以下、「提出書類」という。）について、この要項につ

いて示した提出方法及び提出期限を正当な理由無く守らなかったとき。 

② 提出書類に虚偽の内容を記載したとき。 

③ ４に記した「（１）参加条件」に掲げる要件を満たさなくなったとき。 

④ 審査の公平性に影響を与える行為があったとき。 
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（３）選定結果及び公表 

   審査結果は、１２月上旬に参加者全員に対して速やかに書面又はメールで通知する。また、文書発

送後、審査結果を公社のホームページに優先交渉権者の名称と提案者数を掲載し、公表する。 

審査結果に関する問い合わせ及び異議申立ては一切受け付けない。 

 

８ 契約の締結等について 

（１）選定された優先交渉権者と公社とが協議し、提案された内容を加味し委託業務に係る仕様を確定さ

せたうえで契約を締結する。 

（２）契約期間は令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとするが、継続することに支障がなけれ

ば、１年ごとに更新するものとする。 

   また、本プロポーザルによる事業者選定終了後、公社が承認した日から令和７年３月３１日までは、

業務遂行前の準備期間とし、事業者においては、この期間に本業務を適正に履行できる準備を整える

こと。 

（３）契約手続き及び契約書は、高崎市契約規則（昭和３９年高崎市規則第１６号）の定めに準じる。 

 

９ その他の留意事項 

（１）提出書類の変更の禁止 

・提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

（２）返却等 

・提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

（３）費用負担 

・企画提案書の作成、提出等プロポーザル参加に要する経費等は、全て参加者の負担とする。 

（４）著作権・特許権等 

  ・提出書類の内容に含まれる著作権・特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づいて 

保護される第三者の権利の対象となっている事業手法等を用いた結果生じた事象にかかる責任 

は、すべて提案した者が負うものとする。 

（５）その他 

・参加者は、参加申請書の提出をもって、実施要項等の記載内容に同意したものとする。 

 

 

 

事務局（問い合わせ先及び各種書類の提出先） 

一般財団法人高崎市都市整備公社 総務課 

〒３７０－０８４９ 高崎市八島町１１０－２１ 

TEL ：（０２７）３２７－６７１９ 

FAX ：（０２７）３２３－２７４７ 

E-mail ：info＠toshiseibi.jp 

 


